
一

子

ど

も

の

貧

困

対

策

の

推

進

に

関

す

る

件

政

府

は

、

子

ど

も

の

貧

困

対

策

の

推

進

に

関

す

る

法

律

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

の

施

行

に

当

た

っ

て

は

、

次

の

事

項

に

留

意

し

、

そ

の

運

用

に

つ

い

て

万

全

を

期

す

べ

き

で

あ

る

。

一

本

法

に

よ

る

市

町

村

計

画

の

策

定

に

係

る

規

定

は

、

市

町

村

の

個

別

の

状

況

が

十

分

勘

案

さ

れ

る

も

の

で

あ

り

、

市

町

村

計

画

の

策

定

に

関

し

て

は

、

市

町

村

の

意

思

が

十

分

に

尊

重

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

。

二

市

町

村

計

画

を

策

定

す

る

市

町

村

に

過

重

な

負

担

が

生

じ

る

こ

と

の

な

い

よ

う

、

当

該

市

町

村

に

対

し

、

必

要

な

学

術

的

又

は

財

政

的

支

援

そ

の

他

の

援

助

を

行

う

よ

う

努

め

る

こ

と

。

三

貧

困

状

態

に

あ

る

子

ど

も

が

ど

こ

の

地

域

に

住

ん

で

い

よ

う

と

適

切

な

取

組

の

下

で

の

支

援

を

受

け

ら

れ

る

よ

う

、

市

町

村

計

画

が

定

め

ら

れ

て

い

る

か

否

か

に

か

か

わ

ら

ず

各

市

町

村

と

十

分

な

連

携

を

行

い

、

子

ど

も

の

貧

困

対

策

に

関

す

る

施

策

の

充

実

を

図

る

こ

と

。

四

子

ど

も

の

貧

困

に

関

す

る

調

査

が

全

国

的

に

実

施

さ

れ

る

よ

う

努

め

る

こ

と

。

右

決

議

す

る

。

令

和

元

年

五

月

三

十

一

日

衆

議

院

内

閣

委

員

会

委

員

会

決

議

（ 別 添 ２ ） 



子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一

本
法
が
、
子
ど
も
の
「
将
来
」
の
み
な
ら
ず
「
現
在
」
の
貧
困
状
態
の
改
善
を
目
的
に
加
え
、
生
活
の
支
援
に
つ
い
て
は

子
ど
も
へ
の
直
接
的
な
支
援
以
外
の
支
援
も
含
む
こ
と
を
強
調
し
た
こ
と
、
保
護
者
へ
の
就
労
支
援
は
就
労
後
の
所
得
の
増

大
そ
の
他
の
職
業
生
活
の
安
定
と
向
上
に
資
す
る
た
め
の
支
援
を
含
む
こ
と
を
明
確
に
し
た
こ
と
を
十
分
に
踏
ま
え
、
大
綱

の
変
更
等
を
適
切
に
行
う
こ
と
。

二

大
綱
案
の
作
成
及
び
変
更
の
際
に
は
、
貧
困
の
状
況
に
あ
る
子
ど
も
及
び
そ
の
保
護
者
、
学
識
経
験
者
、
子
ど
も
の
貧
困

対
策
に
係
る
活
動
を
行
う
民
間
の
団
体
そ
の
他
の
関
係
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
さ

れ
た
趣
旨
を
踏
ま
え
、
都
道
府
県
計
画
、
市
町
村
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
も
こ
れ
ら
の
者
の
意
見
が
で
き
る
だ
け
反
映
さ

れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

三

貧
困
状
態
に
あ
る
子
ど
も
が
ど
こ
の
地
域
に
住
ん
で
い
よ
う
と
適
切
な
取
組
の
下
で
の
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
市
町

村
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
各
市
町
村
と
十
分
な
連
携
を
行
い
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
施

策
の
充
実
を
図
る
こ
と
。

四

本
法
に
よ
る
市
町
村
計
画
の
策
定
に
係
る
規
定
は
、
市
町
村
の
個
別
の
状
況
が
十
分
勘
案
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
市
町
村

計
画
の
策
定
に
関
し
て
は
、
市
町
村
の
意
思
が
十
分
に
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

令
和
元
年
六
月
十
一
日

参

議

院

内

閣

委

員

会

令

和

元

年

六

月

十

一

日

参

議

院

内

閣

委

員

会

附

帯

決

議

（ 別 添 ３ ） 



五

市
町
村
計
画
を
策
定
す
る
市
町
村
に
過
重
な
負
担
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
当
該
市
町
村
に
対
し
、
必
要
な
学
術
的

又
は
財
政
的
支
援
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。

六

子
ど
も
の
貧
困
に
関
す
る
調
査
が
全
国
的
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。



地域子供の未来応援交付金（内閣府）   （別添４） 



①子供たちと「支援」を結びつける事業
・コーディネーター事業（アウトリーチ支援等）
・子供食堂等の居場所づくり事業

②連携体制の整備
・自治体内部（福祉部門・教育部門）、社協、地元企業・
自治会・ＮＰＯ等の民間団体との連携

③研修の実施
・都道府県及び市町村担当者、子供の貧困対策支援活動従事者等

地域子供の未来応援交付金

①実態調査・資源量の把握
・貧困の状況にある子供等の実態把握と支援ニーズの調査
・支援ニーズに応えるため、地域の資源量（支援を行う民間
団体の状況等）の把握

②支援体制の整備計画策定
・子どもの貧困対策の推進に関する法律第９条に定める
計画の策定

※令和元年の法改正により、都道府県だけでなく、市町村に
対しても計画の策定が努力義務化

地方自治体

内閣府

多様かつ複合的な困難を抱える子供たちに対しニーズに応じた
支援を適切に行うため、子供たちと「支援」を実際に結びつける
事業を実施する過程を通じて、関係機関等による連携を深化し、
地域ネットワークの形成を図る地方自治体を支援する。

（２） 子供等支援事業

・補助率：１／２
・補助基準額：最高１，５００万円（①②の合計）、最高３００万円（③）

（１） 実態調査・計画策定

・補助率：１／２
・補助基準額（補助対象事業費の上限）：３００万円（①②の合計）

実態調査・計画策定における交付金の活用例

①実態調査・資源量の把握
・調査票の設計、調査結果のデータ入力・分析等を行う臨時職員の報酬
（給料・手当）、保険料、消耗品費（文房具・コピー用紙・トナー等）

・調査項目や調査結果の有識者への意見聴取に係る謝金、聴取者の旅費
・調査票、調査の趣旨や方法等説明紙、送付用・返信用封筒等の印刷費
・調査票の発送・回収に係る郵送費
・調査報告書の印刷費、意見聴取有識者等関係者への郵送費

②支援体制の整備計画策定
・計画の素案作成、参考となるデータの収集、計画策定委員会の運営、パブ
リックコメント等を行う臨時職員の報酬、保険料、消耗品費
・計画策定委員会開催に係る会議費（お茶代）、会場借料、開催通知の郵送
費、会議資料の印刷費、外部委員の旅費・謝金
・策定した計画の印刷費、計画策定委員会委員等関係者への郵送費

※事業を委託（全部又は一部）する場合の「委託費」としても活用が可能

※地域子供の未来応援交付金の
概要はこちらをクリック（内閣府ＨＰ）

（別添３）

https://www8.cao.go.jp/kodomonohinkon/torikumi/koufukin/index.html
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